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令和７年度木津川市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 

第１条 令和７年度木津川市公共下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和７年度木津川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

（収    入） 

第１款 下水道事業収益 ２，５３０，０６２千円  △６８，３００千円 ２，４６１，７６２千円 

第２項  営業外収益  １，３４７，４９３千円  △６８，３００千円 １，２７９，１９３千円 

（支    出） 

第１款 下水道事業費用 ２，５３０，０６２千円  △６８，３００千円 ２，４６１，７６２千円 

第１項 営業費用   ２，４１０，９７８千円  △６８，３００千円 ２，３４２，６７８千円 

  

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額４９１，８８８千円は、過年度分損益勘定留保資金２３８，８１９千円及び

当年度分損益勘定留保資金等２５３，０６９千円で補てんするものとする。） 

 

（科目）      （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

（収    入） 

第１款 資本的収入   １，２１１，０６８千円 △１５３，２００千円 １，０５７，８６８千円 

第１項 企業債      ６６３，６００千円 △１２７，０００千円   ５３６，６００千円 

第３項 他会計補助金    ９６，２３８千円   △４，０６６千円    ９２，１７２千円 

第４項 国庫補助金    ４１１，６００千円  △２２，１３４千円   ３８９，４６６千円 

（支    出） 

第１款 資本的支出   １，７０２，９５６千円 △１５３，２００千円 １，５４９，７５６千円 

第１項 建設改良費  １，１５０，７３８千円 △１５３，２００千円   ９９７，５３８千円 
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第４条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

 

起債の目的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の

方 法 
利 率 

償還の

方 法 

 

公共下水道

事業 

千円 

395,800 

証書 

借入 

 

又は 

 

証券 

発行 

年 4.0％

以内（ただ

し、利率見

直し方式で

借り入れる

資金につい

て、利率の

見直しを行

った後にお

いては、当

該見直し後

の利率） 

 政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合にはそ

の債権者と協

定するところ

による。 

 ただし、企業

財政の都合に

より据置期間

及び償還期限

を短縮し、又

は、繰上償還若

しくは低利に

借換すること

ができる。 

千円 

379,300 

補正前

と同じ 

補正前

と同じ 

補正前

と同じ  

流域下水道

事業 

 

267,800 

 

157,300 

計 663,600 － － － 536,600 － － － 

 

 

第５条 予算第９条に定めた一般会計からの補助金の金額を１３３，７１２千円に改める。 

 

令和８年２月２６日提出 

木津川市長 谷口 雄一 






